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告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

消
防
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号)

第
十
三
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
危
険
物
の
取

扱
作
業
の
保
安
に
関
す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号)

第
五
十
八
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
危
険
物

の
取
扱
作
業
の
保
安
に
関
す
る
講
習
の
実
施
細
目

(

昭
和
六
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
四
号)

第
三
の

一
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

講
習
の
種
別
並
び
に
日
時
及
び
場
所

１

給
油
取
扱
所
に
お
い
て
、
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
す
る
危
険
物
取
扱
者
を
対
象
と
し
た

講
習

２

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法

(

昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号)

第
二
条
第
六
号
に

規
定
す
る
特
定
事
業
所
に
お
け
る
危
険
物
施
設

(

１
に
該
当
す
る
危
険
物
施
設
を
除
く
。)

に
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日

時

場

所

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

八
戸
市
東
白
山
台
一
丁
目
一
の
一

ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
八
戸

平
成
十
五
年
六
月
二
十
七
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
一
の
一

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
本
店

平
成
十
五
年
七
月
二
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
一
〇
の
一

下
北
文
化
会
館

平
成
十
五
年
七
月
四
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

五
所
川
原
市
字
幾
世
森
二
四
の
一
五

ふ
る
さ
と
交
流
圏
民
セ
ン
タ
ー

平
成
十
五
年
九
月
五
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
六
の
七

お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合

平
成
十
五
年
九
月
十
八
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

青
森
市
本
町
五
丁
目
五
の
二
一

青
森
県
農
業
共
済
会
館

第
二
千
百
七
十
一
号

平
成
十
五
年
五
月
九
日

(

金
曜
日)
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お
い
て
、
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
す
る
危
険
物
取
扱
者
を
対
象
と
し
た
講
習

３

１
及
び
２
に
掲
げ
る
危
険
物
施
設
以
外
の
危
険
物
施
設
に
お
い
て
、
危
険
物
の
取
扱
作
業
に

従
事
す
る
危
険
物
取
扱
者
を
対
象
と
し
た
講
習

二

受
講
対
象
者

１

危
険
物
施
設
に
お
い
て
、
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
、
作
業
従
事
日
か
ら
一
年
以
内
に

講
習
を
受
講
し
て
い
な
い
者

(

た
だ
し
当
該
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
前
二
年
以
内

に
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
又
は
講
習
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。)

２

前
回
の
講
習
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
講
習
を
受
講
し
て
い
な
い
者

３

１
及
び
２
以
外
の
者
で
受
講
を
希
望
す
る
者

三

受
講
申
請
書
の
受
付
期
間

郵
送
の
場
合
は
、
受
付
締
切
日
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
と
す
る
。

四

受
講
申
請
書
の
提
出
先

青
森
市
中
央
三
丁
目
二
〇
の
一
二

青
森
県
警
察
本
部
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
二
階

社
団
法
人
青
森
県
消
防
設
備
保
守
協
会

五

受
講
手
数
料

受
講
手
数
料
は
、
講
習
種
別
ご
と
に
四
千
七
百
円
に
相
当
す
る
額
の
青
森
県
収
入
証
紙
を
受
講

申
請
書
欄
に
ち
ょ
う
付

(

消
印
し
な
い
こ
と
。)

し
て
納
入
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他

受
講
に
関
し
て
不
明
な
点
が
あ
る
と
き
は
、
社
団
法
人
青
森
県
消
防
設
備
保
守
協
会

(

電
話
青

森
七
三
二
局
五
一
〇
〇
番)

へ
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条

例
第
三
十
九
号)

第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
臨
時
の
職
業
訓
練
を
施
行
す

る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男
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日

時

場

所

平
成
十
五
年
六
月
十
二
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

八
戸
市
東
白
山
台
一
丁
目
一
の
一

ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
八
戸

平
成
十
五
年
六
月
十
二
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八
戸
市
東
白
山
台
一
丁
目
一
の
一

ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
八
戸

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

青
森
市
本
町
五
丁
目
五
の
二
一

青
森
県
農
業
共
済
会
館

日

時

場

所

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八
戸
市
東
白
山
台
一
丁
目
一
の
一

ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
八
戸

平
成
十
五
年
六
月
二
十
七
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
一
の
一

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
本
店

平
成
十
五
年
七
月
二
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
一
〇
の
一

下
北
文
化
会
館

平
成
十
五
年
七
月
四
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

五
所
川
原
市
字
幾
世
森
二
四
の
一
五

ふ
る
さ
と
交
流
圏
民
セ
ン
タ
ー

平
成
十
五
年
九
月
五
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
六
の
七

お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合

平
成
十
五
年
九
月
十
八
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

青
森
市
本
町
五
丁
目
五
の
二
一

青
森
県
農
業
共
済
会
館

講

習

場

所

受

付

八
戸
市
東
白
山
台
一
丁
目
一
の
一

ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
八
戸

平
成
十
五
年
五
月
十
二
日
か
ら

同
月
二
十
七
日
ま
で

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
一
の
一

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
本
店

平
成
十
五
年
五
月
二
十
八
日
か
ら

同
年
六
月
十
三
日
ま
で

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
一
〇
の
一

下
北
文
化
会
館

平
成
十
五
年
六
月
二
日
か
ら

同
月
十
六
日
ま
で

五
所
川
原
市
字
幾
世
森
二
四
の
一
五

ふ
る
さ
と
交
流
圏
民
セ
ン
タ
ー

平
成
十
五
年
六
月
四
日
か
ら

同
月
十
八
日
ま
で

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
六
の
七

お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合

平
成
十
五
年
八
月
五
日
か
ら

同
月
二
十
一
日
ま
で

青
森
市
本
町
五
丁
目
五
の
二
一

青
森
県
農
業
共
済
会
館

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日
か
ら

同
年
九
月
二
日
ま
で

� �
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青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

次
に
掲
げ
る
告
示

(

重
要
流
域

(

平
成
十
二
年
二
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
八
十

三
号
で
指
定
さ
れ
た
重
要
流
域
を
い
う
。)

)

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

昭
和
四
十
四
年
八
月
二
十
七
日
農
林
省
告
示
第
千
二
百
七
十
一
号
、
昭
和
四
十
四
年
八
月
二
十

七
日
農
林
省
告
示
第
千
二
百
七
十
六
号
、
昭
和
四
十
五
年
十
月
十
六
日
農
林
省
告
示
第
千
五
百
十

九
号
、
昭
和
四
十
六
年
三
月
十
二
日
農
林
省
告
示
第
三
百
九
十
八
号
、
昭
和
四
十
六
年
三
月
二
十

六
日
農
林
省
告
示
第
五
百
八
十
八
号
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
十
一
日
農
林
省
告
示
第
千
八
百
六
十

九
号
、
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
二
十
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
五
百
二
十
三
号
、
昭
和
五
十
七
年

十
月
二
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
五
百
九
十
八
号
、
昭
和
五
十
七
年
十
一
月
十
五
日
農
林
水

産
省
告
示
第
千
八
百
十
六
号
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
十
三
日
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
八
号(

一
、

二
及
び
三
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
五
十
八
年
六
月
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
号

(

二
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
五
十
八
年
六
月
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
四
十
一
号

(

四
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
五
十
八
年
六
月
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
五
十
八
号

(
一
及
び
三
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
五
十
八
年
八
月
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百

二
号

(
一
、
二
及
び
三
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
二
日
農
林
水
産
省
告

示
第
二
千
九
十
八
号

(

二
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
十
六
日
農
林
水
産

省
告
示
第
二
千
百
七
十
一
号
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
三
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
三
十
号
、
昭

和
五
十
九
年
十
月
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
九
十
六
号
、
昭
和
六
十
年
八
月
八
日
農
林
水

産
省
告
示
第
千
二
百
七
十
五
号
、
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
五
号
、

青 森 県 報������	
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臨
時
の
職
業
訓
練
を
実
施

す
る
能
力
開
発
校
の
名
称

職
業
訓
練
の
種

類
・
訓
練
課
程

対
象
者

訓
練
科

訓

練

期

間

定

数

青
森
県
立
青
森
高
等
技
術

専
門
校

初
級
シ
ス

ア
ド
科

三
月

二
〇
人

パ
ソ
コ
ン

ビ
ジ
ネ
ス

科

二
〇
人

×
二
回

二
月

介
護
福
祉

科

二
〇
人

医
療
事
務

科

二
〇
人

×
二
回

地
理
情
報

ビ
ジ
ネ
ス

科

三
月

二
〇
人

Ｎ
Ｐ
Ｏ
ビ

ジ
ネ
ス
科

二
月

二
〇
人

求
人
セ
ッ

ト
型
訓
練

三
月

五
人

青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術

専
門
校

初
級
シ
ス

ア
ド
科

三
月

二
〇
人

パ
ソ
コ
ン

ビ
ジ
ネ
ス

科

二
〇
人

二
月

介
護
福
祉

科

二
〇
人

医
療
事
務

科

二
〇
人

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

初
級
シ
ス

ア
ド
科

三
月

二
〇
人

パ
ソ
コ
ン

ビ
ジ
ネ
ス

科

二
〇
人

二
月

介
護
福
祉

科

一
五
人

介
護
福
祉

科

二
〇
人

医
療
事
務

科

二
〇
人

青
森
県
立
む
つ
高
等
技
術

専
門
校

普
通
職
業
訓
練

・
短
期
課
程

公
共
職
業

安
定
所
長

か
ら
受
講

指
示
又
は

受
講
推
薦

を
受
け
た

者

パ
ソ
コ
ン

ビ
ジ
ネ
ス

科

二
月

一
五
人

×
三
回

介
護
福
祉

科

二
〇
人

青
森
県
立
木
造
高
等
技
術

専
門
校

パ
ソ
コ
ン

ビ
ジ
ネ
ス

科

二
月

二
〇
人

×
三
回

� �
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昭
和
六
十
二
年
一
月
二
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
十
九
号
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
十
三
日
農

林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
二
十
七
号
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
十
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百

八
十
八
号
、
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
九
百
八
号
、
平
成
元
年
三
月
二

十
三
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
九
十
号
、
平
成
元
年
五
月
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
四
十

四
号
、
平
成
二
年
三
月
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
七
十
七
号
、
平
成
二
年
九
月
二
十
日
農

林
水
産
省
告
示
第
千
百
九
十
五
号
、
平
成
三
年
五
月
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
三
十
号
、

平
成
五
年
二
月
二
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
百
五
十
七
号
、
平
成
五
年
三
月
三
日
農
林
水
産
省

告
示
第
二
百
七
号
、
平
成
五
年
八
月
二
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
九
十
八
号
、
平
成
五
年

八
月
三
十
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
九
号
、
平
成
五
年
九
月
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
十
二

号
、
平
成
七
年
二
月
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号
、
平
成
七
年
七
月
十
三
日
農
林

水
産
省
告
示
第
九
百
三
十
七
号
、
平
成
七
年
八
月
三
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
四
十
七
号
、
平

成
八
年
四
月
八
日
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
六
十
二
号
、
平
成
八
年
四
月
八
日
農
林
水
産
省
告
示

第
四
百
七
十
九
号
、
平
成
八
年
六
月
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
八
十
七
号
、
平
成
八
年
九

月
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
七
十
五
号
、
平
成
八
年
十
月
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千

五
百
七
十
五
号
、
平
成
八
年
十
一
月
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
七
百
五
十
四
号
、
平
成
十
年
一

月
十
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
四
号
、
平
成
十
年
一
月
十
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
五
号

二

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

変
更
後
の
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
及
び
樹
種
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
関
係

市
役
所
及
び
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(

電
子
基
準
点
測
量)

二

作
業
期
間

平
成
十
四
年
五
月
七
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

作
業
地
域

西
津
軽
郡
深
浦
町

中
津
軽
郡
西
目
屋
村

北
津
軽
郡
小
泊
村

上
北
郡
十
和
田
湖
町

下
北
郡
川
内
町
、
東
通
村
、
風
間
浦
村

三
戸
郡
五
戸
町

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

測
量
計
画
機
関

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
青
森
港
湾
事
務
所

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

一
級
水
準
測
量)

三

測
量
の
期
間

平
成
十
五
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
六
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

青
森
市
青
森
港
港
内

公

告

青 森 県 報平成15年５月９日 金曜日 第2171号 �� �
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
双
松
福
祉
会

三

代
表
者
の
氏
名

正
部
家

佑
介

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
戸
郡
階
上
町
大
字
角
柄
折
字
餅
粟
久
保
四
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
階
上
町
及
び
近
隣
市
町
村
民
に
対
し
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
事
業
を

行
い
、
健
康
で
生
き
が
い
の
あ
る
長
寿
社
会
を
創
設
し
、
も
っ
て
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

青 森 県 報������	
� �� 第2171号�

遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
忠
犬
ぱ
ち
工

Ｄ
Ｘ

株
式
会
社
エ
ー
ス
電
研

〃

Ｃ
Ｒ
忠
犬
ぱ
ち
工

Ｆ
Ｘ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
忠
犬
ぱ
ち
工

Ｒ
Ｘ

〃

〃

フ
ィ
ー
バ
ー
夏
祭
り
Ｄ
Ｘ

株
式
会
社
三
共

〃

Ｃ
Ｒ
平
安
見
聞
録
Ｍ
Ａ
Ｒ

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン

〃

Ｃ
Ｒ
猛
烈
牙
王
Ｍ
Ａ
２

〃

〃

Ｃ
Ｒ
デ
ビ
ル
マ
ン
倶
楽
部

〃

回
胴
式
遊
技
機

チ
ャ
ー
リ
ー
ズ
エ
ン
ジ
ェ
ル

株
式
会
社
ロ
デ
オ

〃

ス
ロ
ッ
タ
ー
キ
ン
タ
ロ
ウ
Ｒ
Ｘ

〃

〃

ベ
ル
ラ
ッ
シ
ュ

ベ
ル
コ
株
式
会
社

〃

エ
ル
ド
ー
ラ
１

〃

〃

ナ
ナ
デ
チ
ュ
ウ

〃

� �
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(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人

青 森 県 報平成15年５月９日 金曜日 第2171号 �� �


